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北
方
領
土
に
お
け
る
投
資
と
北
方
領
土
問
題
解
決
を
目
指
す
我
が
国
の
立
場
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
六
第
三
一
二
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
政
府
は
「
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し
て
平
和
条
約
を
締

結
す
る
と
の
方
針
の
下
、
引
き
続
き
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
で
交
渉
す
る
考
え
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
北
方

四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し
て
平
和
条
約
を
締
結
す
る
上
で
、
北
方
領
土
に
居
住
す
る
ロ
シ
ア
系
住
民
の
、
北
方
領
土
を

日
本
に
返
還
す
る
こ
と
に
対
す
る
意
識
（
以
下
、
「
ロ
シ
ア
系
住
民
の
意
識
」
と
い
う
。
）
を
把
握
す
る
こ
と
は
必
要
と
考

え
る
か
。
外
務
省
の
認
識
如
何
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
「
ロ
シ
ア
系
住
民
の
意
識
」
に
つ
い
て
の
調
査
に
関
し
て
、
「
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ

る
北
方
四
島
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
が
法
的
根
拠
な
く
し
て
占
拠
し
て
お
り
、
現
在
、
我
が
国
は
、
こ
れ
ら
の
島
々
に

お
い
て
御
指
摘
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
事
実
上
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
一
方
で
、
北
方
四
島
交

流
、
い
わ
ゆ
る
ビ
ザ
な
し
交
流
の
枠
組
み
で
、
ロ
シ
ア
系
北
方
四
島
住
民
が
北
海
道
へ
渡
航
し
た
際
に
は
、
「
ロ
シ
ア
系
住

民
の
意
識
」
に
つ
い
て
、
「
外
務
省
と
し
て
御
指
摘
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
た
事
実
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
お
、
四
島

交
流
事
業
の
実
施
団
体
が
、
御
指
摘
の
よ
う
な
質
問
を
含
む
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
外
務
省
と
し
て
承

一



知
し
て
い
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
「
四
島
交
流
事
業
の
実
施
団
体
」
が
「
ロ
シ
ア
系
住
民
の
意
識
」
に
つ
い
て
の
調
査

を
行
っ
て
い
る
一
方
で
、
外
務
省
と
し
て
右
の
調
査
を
行
わ
な
い
理
由
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

三

「
四
島
交
流
事
業
の
実
施
団
体
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
団
体
を
指
す
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
ロ
シ
ア
系
住
民
の
意
識
」
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
「
四
島
交
流
事
業
の
実
施
団
体
」
か
ら
情
報
提
供
を
受
け
て
い
る

か
。
受
け
て
い
る
な
ら
ば
、
「
四
島
交
流
事
業
の
実
施
団
体
」
に
対
し
て
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


